
平成 20年 11月 10日 判決言渡 同 日原本領収 裁 判所書記官

平成 18年 の第 8号政務調査費返還請求事件

口頭弁論終結日 平 成 20年 7月 14日

判       決

松江市!

原
生
口

松江市殿町 1番 地

被        告     島    根    県    知    事

溝     日     善  兵  衛

同訴訟 代理 人弁護 士    津     田     和    美

同 指  定 代 理  人      坂     本     雅     昭

同               吾     郷     幸     男

同             神     庭          章

1 被 告は,倉 井毅に対し, 16万 5000円 の支払を請求せよ。

2 被 告は,手 銭長光に対し, 29万 円の支払を請求せよ。

3 被 告は,渡 辺恵夫に対し, 23万 7785円 の支払を請求せよ。

4 原 告のその余の請求をいずれも棄却する。

5 訴 訟費用は,こ れを10分 し,そ の9を原告の負担とし,そ の余は被告の

負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

1 被 告は,細 田重雄に対し, 30万 円の支払を請求せよ。

2 被 告は,原 成充に対し, 195万 円の支払を請求せよ。

3 被 告は,大 屋俊弘に対し, 30万 円の支払を請求せよ。

4 被 告は,田 中八洲男に対し, 66万 円の支払を請求せよ。
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5 被 告は,藤 山勉に対し, 63万 円の支払を請求せよ。

6 被 告は,園 山繁に対し, 121万 4385円 の支払を請求せよ。

7 被 告は,多 久和忠雄に対し, 88万 円の支払を請求せよ。

8 被 告は,小 沢秀多に対し, 226万 4105円 の支払を請求せよ。

9 被 告は,倉 井毅に対し, 27万 5000円 の支払を請求せよ。

10 被告は,絲 原徳康に対し, 78万 2880円 の支払を請求せよ。

11 被告は,福 間賢造に対し, 106万 9740円 の支払を請求せよ。

12 被告は,手 銭長光に対し, 29万 円の支払を請求せよ。

13 被告は,洲 浜繁達に対し, 178万 3500円 の支払を請求せよ。

14 被告は,渡 辺恵夫に対し, 52万 8385円 の支払を請求せよ。

15 被告は,内 田敬に対し, 68万 2676円 の支払を請求せよ。

16 被告は,尾 村利成に対し, 215万 7888円 の支払を請求せよ。

第 2 事 案の概要

本件は,島 根県の住民である原告が,同 県議会議員である細田重雄ら16

名が同県から交付を受けた平成 17年 度分の政務調査費の一部をその交付目

的以外の使途に違法に支出して,不 当に利得した結果,同 県に損失を与えた

などと主張して,地 方自治法 242条 の2第 1項 4号 に基づき,被 告島根県

知事に対し,不 当利得に基づく返還請求として,細 田重雄 (以下 「細田議員」

という。)に 30万 円,原 成充 (以下 「原議員」という。)に 195万 円,大

屋俊弘 (以下 「大屋議員」という。)に 30万 円,日 中八洲男 (以下 「田中議

員」という。)に 66万 円,藤 山勉 (以下 「藤山議員」という。)に 63万 円,

園山繁 (以下 「園山議員」という。)に 121万 4385円 ,多 久和忠雄 (以

下 「多久和議員」という。)に 88万 円,小沢秀多 (以下 「小沢議員」という。)

に226万 4105円 ,倉 井毅 (以下 「倉井議員」という。)に 27万 500

0円 ,絲 原徳康 (以下 「絲原議員」という。)に 78万 2880円 ,福 問賢造

(以下 「福間議員」という。)に 106万 9740円 ,手 銭長光 (以下 「手銭
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議員」という。)に 29万 円,洲 浜繁達 (以下 「秒‖浜議員」という。)に 17

8万 3500円 ,渡辺恵夫 (以下 「渡辺議員」という。)に 52万 8385円 ,

内田敬 (以下 「内閣議員」という。)に 68万 2676円 ,尾 村利成 (以下 「尾

村議員」という。)に 215万 7888円 の支払を請求することを求めた住民

訴訟である。

1 争 いのない事実等 (証拠等を掲げた部分以外は当事者間に争いがない。)

(1)当 事者等

ア 原 告は,島 根県内に住所を有する島根県の住民である。

イ 細 閣議員,原 議員,大 屋議員,田 中議員,藤 山議員,園 山議員,多 久

和議員,小 沢議員,倉 井議員,絲 原議員,福 間議員,手 銭議員,洲 浜議

員,渡 辺議員,内 田議員及び尾村議員は,い ずれも平成 17年 度当時,

島根県議会議員であった者である (以下,上 記 16名 を併せて 「細田議

員ら」という。)。

(2)政 務調査費に関する規定

ア 島 根県政務調査費の交付に関する条例

島根県は,島 根県政務調査費の交付に関する条例 (以下 「条4/11」とい

う。)を 制定し,政 務調査費の交付に関して,以 下のような規定をおいて

いる (乙第 1号証)。

記

(第1条)

この条例は,地 方自治法 (昭和 22年 法律第 67号 )第 100条 第

13項 及び第 14項 の規定に基づき,島 根県議会議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部として,議会における会派及び議員に対し,

政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(第2条)

政務調査費は,島 根県議会の会派 (所属議員が 1人の場合を含む。)
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及び議員の職にある者に対し交付する。

(第4条第 1項)

議員に係る政務調査費は,月 額 27万 円を月の初日に在職する議員

に対し交付する。

(第6条)

議長は,前 条の規定により会派結成届のあつた会派及び政務調査費

の交付を受ける議員について,毎 年度4月 5日 までに,別 に定める様

式により知事に通知しなければならない。

(第7条)

知事は,前 条の規定による通知に係る会派及び議員について政務調

査費の交付の決定を行い,会 派の代表者及び議員に通知しなければな

らない。

(第8条第 1項)

知事は,前 条の規定により交付の決定を行つた会派及び議員に対し

毎四半期の最初の月の 15日 (その日が県の休 日 (島根県の休 日を定

める条例 (平成元年島根県条例第 9号 )第 1条 に定める県の休 日をい

う。)に 当たるときは,そ の翌日)に 当該四半期に属する月数分の政務

調査費を交付するものとする。ただし, 1四 半期の途中において議員

の任期が満了する場合には,任 期満了の日の属する月までの月数分を

交付するものとする。

(第9条)

会派及び議員は,政 務調査費を別に定める使途基準に従い使用しな

ければならない。

(第10条 第 1項)

会派の代表者及び議員は,政 務調査費に係る収入及び支出の報告書

(以下 「収支報告書」という。)を ,別 に定める様式により年度終了日
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の翌日から起算して30日 以内に議長に提出しなければならない。

(第11条 )

議長は,政 務調査費の適正な運用を期すため,前 条の規定により収

支報告書が提出されたときは,必 要に応じ調査を行 うものとする。

(第12条 )

会派又は議員は,そ の年度に交付を受けた政務調査費に残余が生じ

たときは,そ の年度の収支報告書の提出後速やかに当該残余額を知事

に返還しなければならない。

イ 島 根県政務調査費の交付に関する規程

島根県議会は,条例を受け,島根県政務調査費の交付に関する規程 (以

下 「規程」という。)を 制定し,政 務調査費の交付に関する必要な事項と

して,以 下のとおり定めている (乙第 2号証)。

(第4条 )

条例第 9条 の使途基準は,会 派に係る政務調査費については別表第

1,議 員に係る政務調査費については別表第 2の とおりとする。

【別表第 2】 (以下 「使途基準」という。)

項 目 内容

調査研究費 議員が行 う島根県の事務及び地方行財政に関す

る調査研究並びに調査委託に要する経費

研修費 団体等が開催する研修会,講 演会等への議員及

び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費

会議費 議員が行 う地域住民の島根県政に関する要望,

意見を吸収するための各種会議に要する経費

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために

要する経費

資料購入費 議員が行 う調査研究のために必要な図書 ・資料
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等の購入に要する経費

広報費 議員が行 う議会活動及び島根県政に関する政策

等の広報活動に要する経費

事務所費 議員が行 う調査研究活動のために必要な事務所

の設置,管 理に要する経費

事務費 議員が行 う調査研究に係る事務遂行に要する経

費

人件費 議員が行 う調査研究を補助する職員を雇用する

経費

(第6条 )

議長は,条例第 10条 の規定により提出された収支報告書の写しを,

別記様式第 7号 により知事に送付するものとする。

(第7条)

会派の政務調査費経理責任者及び議員は,政 務調査費の支出につい

て,会 計帳簿を調製 しその内訳を明確にするとともに,証 拠書類等を

整理保管し,こ れらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提出すべ

き期間の末日の翌日から起算して5年 を経過する日まで保管しなけれ

ばならない。

(3)政 務調査費の支出

ア 島 根県議会議長は,平 成 17年 4月 1日付けで,被 告に対して,同 年

度において政務調査費の交付を受ける議員について通知し,同 年 8月 1

7日 に議員 1名 の辞職があっため,同 日付けで同議長は,被 告に対し,

異動通知をした (甲第 1号証)。

イ 被 告は,こ の通知を受けて平成 17年 4月 1日付けで平成 17年 度政

務調査費について交付決定をし,細 田議員らに通知した (甲第 1号証)。

ウ 被 告は,地 方自治法第 100条 第 13項 ,第 14項 〕条例及び規程に

由
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基づき,細 田議員 らに対 し,平 成 17年 度政務調査費 として一
人当た り

324万 円 (27万 円× 12か 月分)を 同年 4月 15日 ,同 年 7月 15

日,同 年 10月 17日 及び平成 18年 1月 16日 の 4回 に分けて交付 し

た。

(4)収 支報告書の提出

ア 細 田議員 らは,平 成 18年 4月 14日 か ら同月 28日 の間に,平 成 1

7年 度政務調査費についての収支報告書を提出し,同 年 5月 末 日までに,

政務調査費の残余額を島根県知事に返還 した (甲第 1号 証,乙 第 3号 証

の 1, 2, 5, 8な い し 10, 12, 13, 19, 21, 25な い し2

7, 31, 34, 37)。

イ 細 田議員らの提出した収支報告書 《5)において後述するとおり,一 部

の議員は,同 年 7月 31日 ;修 正した収支報告書を提出しているが,修

正されたものについては修正後のもの)の 主な内容は,別 紙支出額記載

のとおりである (乙第 3号証の 1,2, 5, 8な いし10, 12, 13,

19, 21, 26, 27,第 4号 証の7, 8, 10, 11)。

(5)住 民監査請求,監 査委員による監査結果及び本訴提起

ア 原 告は,平 成 18年 6月 13日 ,地 方自治法第 242条 第 1項 に基づ

き,島 根県監査委員に対し,細 田議員らが平成 17年 度政務調査費を使

途基準に反して違法に支出したとして,島 根県知事に対して上記各議員

に違法な政務調査費相当額の返還を請求するよう勧告することを求める

旨の住民監査請求 (以下 「本件監査請求」という。)を した。

イ 同 県監査委員が監査を実施したところ,島 根県知事が平成 17年 度に

島根県議会議員に交付した政務調査費のうち交通費 ・宿泊費について,

費用弁償と重複している疑義が生じたため,島 根県議会議長は,平 成 1

8年 7月 25日 ,各 議員に対し,政 務調査費の収支報告書の記載内容に

ついて再確認するよう要請した結果,細 調議員,原 議員,倉 井議員及び
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手銭議員ら島根県議会議員 12名 は,同 月 31日 ,議 長に対し,修 正し

た収支報告書を提出し,修 正に伴い政務調査費を島根県に返還した (甲

第 1号証,乙 第4号 証の 1ないし12,弁 論の全趣旨)。

ウ 島 根県監査委員は,上 記以外の支出については,法 令,条 例,規 程及

び島根県会計規則に基づいて支出されており,明 らかに違法と認められ,

かつ,講 ずべき措置の対象となるものはないと判断し,同 年 8月 11日

付けで本件監査請求を実却した (甲第 1号証)。

工 原 告は,平 成 18年 8月 31日 ,松 江地方裁判所に対し,本 訴を提起

した (当裁半J所に顕著な事実)。

当事者の主張

(1)原 告の主張

島根県議会の各議員に対して交付される政務調査費は,地 方自治法 23

2条 の2に 定める補助金であり,そ の支出は 「公益上必要がある場合」(同

条)に のみ支出がなされるべきものであり,「島根県議会議員の調査研究に

資するため」(条4/111条)に 交付されるものであるところ,そ の使途は,島

根県政に関連のある調査研究に係る使途基準に定められた範囲の経費に限

定すべきである。細田議員らによる政務調査費の支出には,以 下アないし

ケで主張するとおり,地 方自治法,条 例,規 程の範囲を逸脱した違法な支

出がある。被告は,議 員に交付された政務調査費の支出が議員の調査研究

のために必要かつ最小のものであり使途基準に合致するかについて判断が

できない場合には,こ れを調査し,使 途基準に合致しない支出がある場合

には,当 該議員に対して不当利得に基づき返還を求めるべき義務を負 うと

ころ,細 田議員らによる政務調査費の違法な支出について,島 根県の損失

により不当に利得しているから,被 告は不当利得返還請求権の行使を違法

に怠っている。

ア 自 動車リース料等

由
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例 洲 浜議員は自動車リース料合計 58万 3500円 を,渡 辺議員は自

動車借上料 52万 8385円 を,そ れぞれ調査研究費として平成 17

年度政務調査費から支出し,藤 出議員は自動車借上料合計63万 円を,

絲原議員は自動車リース料合計 78万 2880円 を,福 問議員は自動

車リース料合計 106万 9740円 を,い ずれも事務費として平成 1

7年度政務調査費から支出した。

m し かし,自 動車リース料等の支払が 1期 4年 の在職期間中継続して

されるものとした場合, 4年 間の自動車リース料等合計は,秒H浜議員

の場合で230万 円相当の自家用車を購入する場合の経費と,藤 山議

員の場合で約 250万 円相当の自家用車を購入する場合の経費と,絲

原議員の場合で300万 円以上の自家用車を購入する場合の経費と,′

福間議員の場合で約 428万 円相当の自家用車を購入する場合の経費

と,そ れぞれ同等となるのであり,自 家用車の取得 ・維持に匹敵する

リース料による自動車の保持は,私 的利用との線引きが困難であるこ

とからすれば,議 員が行 う島根県の事務及び地方行財政に関する調査

研究並びに調査委託に要する経費とも議員が行 う調査研究に係る事務

遂行に要する経費ともいえず,違 法な支出である。

イ 事 務所使用料

171 細田議員は自己所有の後援会事務所の使用料 30万 円を,日 中議員

は事務所賃借料 57万 6000円 を,園 山議員は,後 援会事務所の使

用料48万 円及び事務委託料48万 円を,そ れぞれ事務所費として平

成 17年 度政務調査費から支出した。

m し かし,政務調査活動は,議員の後援会活動とは異なる活動であり,

後援会経費に政務調査費を充当することはできないのであるから,上

記支出は,議 員が行 う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管

理に要する経費とはいえず,違 法な支出である。
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田中議員は,事 務所賃料のうち4割 を政務調査費から支出したとさ

れるが, 4割 の根拠は不明であり,事 務所使用の実態に即したものと

はいえない。よって,上 記支出は,議 員が行 う調査研究活動のために

必要な事務所の設置,管 理に要する経費とはいえず,違 法な支出であ

る。

ウ 給 料等

例 議 員は,政 務調査活動だけではなく,政 党に所属していれば政党活

動,後 援会を組織していれば後援会の活動等多彩な活動を行 うが,使

途基準に規定されている人件費は,「議員が行 う調査研究を補助する職

員を雇用する経費」と規定されていることから,こ の人件費には,議

員の活動全般を補助する職員を雇用する経費のうち政党活動や後援会

活動などの政治活動を補助する人員について生じた費用は含まれない。

したがつて,政 務調査活動に要した費用と他の活動に要した費用と

を区別することなく,こ れを政務調査費から支出することは違法な支

出である。

例 し かるに,原 議員は給料合計 195万 円 (給料 13万 円×15か 月

分)を ,尾 村議員は秘書人件費合計 215万 7888円 を,)H浜 議員

は賃金合計 120万 円を,小 沢議員は政務調査補助員の賃金合計96

万円を,い ずれも政務調査活動に要した費用と他の活動に要した費用

とを区別することなく,平 成 17年 度政務調査費から人件費として支

出しており,違 法な支出である。とりわけ,小 沢議員の上記賃金の内

容は,小 沢議員の妻が同議員の日常活動を介助したことに対して支払

われたものであり,議 員が行 う調査研究を補助する職員を雇用する経

費とはいえないから,違 法な支出である。

エ タ クシー代

園山議員は,タ クシー代合計 22万 6470円 を調査研究費として平
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成 17年 度政務調査費から支出した。

しかし,収 支報告書に上記タクシエ代についての内訳はなく,私 的な

移動経費との区別が困難である上,タ クシー代支出の原因はアルコール

を伴 う支持者との懇談会のための移動であることからすれば,上 記支出

は,議 員が行 う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調

査委託に要する経費とはいえず,違 法な支出である。

オ ガ ソリン代

倉井議員は,ガ ソリン代年間分合計27万 5000円 を調査研究費と

して平成 17年 度政務調査費から支出した。

収支報告書に上記ガソリン代についての内訳はない。ガソリン1リ ッ

トル当たり130円 として試算すれば,倉 井議員は,年 間2115リ ッ

トルのガソリンを使用したこととなり,ガ ソリン1リ ットルで 10キ ロ

メー トル走行すると仮定すると,走 行距離は年間2万 1150キ ロメー

トル, 1か 月当たり1763キ ロメー トルとなる。倉井議員の平成 17

年度の公務 日数は 147日 (県議会定例会 :年間85日 ,閉 会中の公務

:年間62日 )と 多忙であり,こ のような公務の状況からすれば,政 務

調査活動として 1か 月当たり1763キ ロメー トルを自家用車で走行す

ることは困難である。また,そ もそもガソリン代は私的な経費との区別

が困難であることからすれば,上 記支出は政務調査活動の経費といえる

かどうか疑わしいというべきである。

力 名 刺印刷費

岡 田 中議員はカラー名刺印刷費 8万 4000円 を資料作成費として,

園山議員は名刺印刷費 2万 7915円 を広報費として,そ れぞれ平成

17年 度政務調査費から支出した。

例 し かし,日 中議員の上記カラー名刺の内容は,回 中議員の顔写真,

スローガン,氏 名,住 所,電 話番号,FAX番 号,Eメ ールア ドレス



及び田中議員のプロフィールにとどまることからすれば,上 記カラー

名刺印刷費は,議 員が議会審議に必要な資料を作成するために要する

経費には該当せず,違 法な支出である。

また,名 刺は,あ いさつ等に際して配布するものであるにすぎない

から,議 員が行 う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に

要する経費には該当せず,違 法な支出である。

キ 渡 欧費用

手銭議員は,大 英博物館,ベ ルギー王立美術館等を訪問し,渡 欧費 2

9万 円を研修費として平成 17年 度政務調査費から支出した。島根県は

美術館も博物館も有するが,そ もそも研修としての視祭旅行は一般の観

光旅行との区別も困難であるし,研 修としてあえて海外の美術館 ・博物

館を訪問する必要もないところ,手 銭議員の海外視祭により,島 根県の

美術館や博物館の設営にとちて何らかの効果があつたとも認められず,

手銭議員の渡欧は,単 なる夫婦海外旅行であつたというべきである。

したがって,上 記支出は,団 体等が開催する研修会,講 演会等への議

員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費とはいえず,違 法な支

出である。

ク は がき代

大屋議員は,年 末にはがき6000枚 を購入してこれを印帰Jし, 30

万円を広報費として平成 17年 度政務調査費から支出した。大屋議員は,

県政報告書の一つとして上記はがきを購入 。印刷した旨の収支報告書を

提出しているが,は がきの印刷された時期,は がきの記載内容,大 屋議

員の他の県政報告書に要した費用との比較からすれば,上 記はがきは県

政報告書ではなく年賀状というべきである。

よって,上 記支出は,議 員が行 う議会活動及び島根県政に関する政策

等の広報活動に要する経費とはいえず,違 法な支出である。
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ケ 広 報誌発行費用

例 多 久和議員は,後 援会の発行物である会報を出版し,そ の費用 88

万円を広報費として平成 17年 度政務調査費から支出し,小沢議員は,

後援会の発行物である 「県政レポー ト」を発行し,そ の作成費用及び

郵送費用合計 130万 4105円 を広報費として平成 17年 度政務調

査費から支出し,内 田議員は,後 援会の発行物である広報誌の作成費

用及び郵送費用合計 68万 2676円 を広報費として平成 17年 度政

務調査費から支出した。

1/r)しかし,後 援会経費は,議 員が行 う議会活動及び島根県政に関する

政策等の広報活動に要する経費とはいえないから,違法な支出である。

(2)被 告の主張

原告の主張は争 う。政務調査費は議員の調査研究に資するために支出さ

れるものであり,そ の使途については,条 例,規 程に違反しない限り,議

員の裁量にゆだねられている。細田議員らは,交 付された政務調査費を,

以下アないしケのとおり,条 例等の規定に従つて使用しており,裁 量を逸

脱したとの事情は認められない。したがつて,細 田議員らが,平 成 17年

度政務調査費を違法に支出したとはいえない。

ア 自 動車リース料等

費用弁償として議員に支給される交通費は,議 会への出席や議会を代

表してする出張などの議会活動に要する経費に限られているところ,議

員が政策立案や調査研究活動を行 うに当たり,東 西に長くしかも出間地

が多く公共交通機関の便が悪い島根県において自動車を利用することは

当然に予想されるのであるから, 自動車リース料等を政務調査費から支

出したことは,何 ら不合理なことではなく,使 途基準に反するものでは

ない。

イ 事 務所使用料
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例 細 閣議員は,後 援会事務所の使用料を政務調査費から支出していな

い。仮に支出していたとしても,後 援会事務所において政務調査活動

を行 うことは十分に考えられることであり,そ の場合,後 援会事務所

の賃料の一部を政務調査費から支出しても,使 途基準に反するもので

はない。

岡 田 中議員は,事 務所の使用実態から費用の4割 部分を政務調査活動

として政務調査費から支出したのであり,そ の支出は使途基準に反す

るものではない。

(功 園 山議員は,政 務調査活動のための預金通帳,会 計帳簿等と,後 援

会の預金通帳,会 計帳簿等とを別にし,政 務調査活動に係る事務所賃

料,事 務委託料を算出し,こ れを政務調査費から支出しているのであ

り,後 援会事務所の使用料を政務調査費から支出していない。したが

つて,園 山議員が事務所使用料及び事務委託料を政務調査費から支出

したことは,使 途基準に反するものではない。

ウ 給 料等

171 原議員は,政 務調査活動に専念している事務員 (秘書)の 給料を政

務調査費から支出したのであり,そ の支出は使途基準に反するもので

はない。

例 尾 村議員は,政 務調査活動を補助した職員の人件費を政務調査費か

ら支出したものであり,そ の支出は使途基準に反するものではない。

例 洲 浜議員は,政 務調査活動を補助した職員の人件費を政務調査費か

ら支出したものであり,そ の支出は使途基準に反するものではない。

l‐l 小沢議員は,身 体障害を負つており,政 務調査活動を行 うためには

補助者が不可欠であるところ,妻 を補助者とし,そ の人件費を政務調

査費から支出することは,使 途基準に反するものではない。また, 9

6万 円の給与は少額でこそあれ,多 額ではない。
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エ タ クシー代

議員が政策立案や調査研究活動を行 うに当たつてタクシーを利用する

ことは当然に予想され,そ れに要したタクシー代を政務調査費として支

出することは何らの違法もない。

園山議員は,政 務調査活動を行つた際にタクシーを利用しており,後

援会活動の際に利用したタクシー代については後援会に負担させている

のであって,上 記支出は使途基準に反するものではない。

オ ガ ソリン代

倉井議員の平成 17年 度の公務 日数は 107日 (県議会定例会中の公

務 :50日 ,閉 会中の公務 :57日 )で あり, しかも,議 長としての公

務出張においては,多 くの場合公務に一日を費やすことはなかつたから,

倉井議員は,公 務を行った日においても,地 域住民からの要望の聴取や

地域住民との意見交換,視 祭等の政務調査活動を行 うことが十分可能で

あった。また,倉 井議員の自宅は,安 来市から山間部に入つたところに

あつて公共交通の便が悪く,自 家用車を利用せざるを得ないところ,倉

井議員の自宅から松江市内までは,往 復で約 70キ ロメー トルであるか

ら, 1か 月に 1763キ ロメー トル走行したとしても不自然ではない。

よって,倉 井議員がガソリン代を政務調査費から支出したは,使 途基

準に反するものではない。

力 名 刺印刷費

例 県 議会議員は,県 民からの意見聴取や視祭,国 会や中央官庁等への

調査などの政務調査活動を行っているところ, 自己紹介のために名刺

の使用が必要不可欠であるから,政 務調査活動に使用する名刺印刷費

を政務調査費から支出することは何らの違法もない。

岡 田 中議員は,名 刺印刷費を 「資料作成費」として計上しており,支

出費目として妥当であつたか否かについては検討の余地があるものの,
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少なくとも名刺印刷費を 「調査研究費」として計上し,政 務調査費か

ら支出することは使途基準にかなうものであるから,政 務調査費の使

途基準に該当する限り,内 訳の計上欄の違いによつて違法となるもの

ではない。

(功 園 山議員は,名 刺を政務調査活動で使用しているところ,当 該名刺

の印刷費を政務調査費から支出することは何らの違法もない。園出議

員は,名 刺印刷費を 「広報費」として計上しており,支 出費 目として

妥当であつたか否かについては検討の余地があるものの,少 なくとも

名刺印nll費を 「調査研究費」として計上し,政 務調査費から支出する

ことは使途基準にかなうものであるから,政 務調査費の使途基準に該

当する限り,内 訳の計上欄の違いによつて違法となるものではない。

キ 渡 欧費用

調査研究 ・研修のために渡欧する議員は少なからずおり,そ の際の費

用を政務調査費から支出しても使途基準に反するものではない。

手銭議員も,平 成 19年 3月 10日 開館する予定であつた県立古代出

雲歴史博物館の建設の調査として,外 国の博物館,美術館を訪問研修し,

当該費用の一部を政務調査費から支出したものであるから,使 途基準に

違反するものではない。

ク は がき代

県議会議員がどのような方法で県議会報告をするのかは,議 員が自主

的に判断することであり,当 該報告が規程に定める広報費の使途基準に

該当する限り,当 該報告に要した費用を政務調査費から支出することは

違法ではない。

大屋議員は,年 賀状に印刷して県議会報告をしたものであり,当 該報

告に要したはがき購入費 ・印刷費の支出は,使 途基準に反するものでは

ない。
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ケ 広 報誌発行費用

171 多久和議員が後援会の発行物の出版費を政務調査費から支出したこ

とは否認する。多久和議員が会報の出版費を政務調査費から支出した

ことは,使 途基準に反するものではない。

1/F)小沢議員が後援会の発行物の出版費を政務調査費から支出したこと

は否認する。小沢議員が 「県政レポー ト」を政務調査費から支出した

ことは,使 途基準に反するものではない。

l■l 内田議員が後援会の発行物の作成費用等を政務調査費から支出した

ことは否認する。内田議員が広報誌の作成費用等を政務調査費から支

出したことは,使 途基準に反するものではない。

第3 当 裁判所の判断

1 地 方自治法第 100条 第 13項 は,議 会の議員に対する報酬 (第203条

第 1項),費 用の弁償 (同条第 3項 )及 び期末手当 (同条第4項 )以 外の給付

として,議 員に対し,議 員の調査研究に資するための必要な経費としての政

務調査費を交付することとする一方で,政 務調査費の交付の対象,額 等は条

例で定めなければならないと定め,こ れを受けて条例第9条 は,議 員は政務

調査費を使途基準に従い使用しなければならないと定め,規 程第4条 におい

て政務調査費の使途基準が定められている。また,規 程第 7条 は,政 務調査

費の交付を受けた議員に対し,会 計帳簿の調製,証 拠書類等の整理及び保管

を義務付け,地 方自治法第 100条 第 14項 及びこれを受けた条例第 10条

は,政 務調査費に係る収支報告書の提出を義務付け,条 例第 12条 は,政 務

調査費の残余額の返還を義務付けている。これらに加え,地 方自治法第 20

4条 の2が ,地 方公共団体はいかなる給与その他の給付も法律又はこれに基

づく条例に基づかずにはこれをその議会の議員に支給することができないと

されている趣旨をも併せ考えると,政 務調査費の交付を受けた議員が,政 務

調査費を使途基準に反し県政の調査研究に資するため必要な経費以外のもの

-17由



に充てた場合,被 告は,当 該議員に対して不当利得返還請求権を有すること

となり,当 該請求権を行使すべき義務を負 うというべきである。

2 自 動車リース料等について

(1)乙 第 3号 証の 10, 12, 13)27,第 23号 証の 1, 2,第 28,

第 29号 証の各 1ないし3,第 30号 証の 1及び 3及び弁論の全趣旨によ

れば,以 下の各事実が認められる。

ア )‖浜議員は,平 成 17年 度当時, 自動車 1台 をトヨタからリースで借

り受け, トヨタに対し, 1か 月当たり9万 3450円 ,年 間合計 112

万 1400円 のリース料を支払つており,上 記 リース料のうち52パ ニ

セントに相当する58万 3500円 を調査研究費として平成 17年 度政

務調査費から支出した。

イ 藤 山議員は,平 成 17年 度当時, 自家用車とは別に自動車を株式会社

日産フィナンシャルサービスからリースで借 り受け,同 社に対し, 1か

月当たり7万 0665円 ,年 間84万 7980円 のリース料を支払つて

おり, リース料の75パ ーセントに当たる63万 円を事務費として平成

17年 度政務調査費から支出した。

ウ 絲 原議員は,平 成 17年 当時,軽 自動車や法人名義の自動車とは別に

自動車を有限会社ダイハツ横田カーショップ (以下 「ダイハツ」という。)

及び出陰総合リース株式会社 (以下 「出陰総合」という。)か らリースで

借 り受け,ダ イハツに対し, 1か 月当たり7万 3200円 ,平 成 17年

4月 及び 5月 分のリース料合計 14万 6400円 を,山 陰総合に対し,

1か月当たり8万 5050円 ,平 成 17年 6月 から平成 18年 3月 まで

のリース料合計 85万 0500円 を支払つており,ダ イハツに対するリ

ース料の7割 に当たる10万 2480円 ,山 陰総合に対するリース料の

8割 に当たる68万 0400円 の合計 78万 2880円 を事務費として

平成 17年 度政務調査費から支出した。
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工 福 間議員が,平 成 17年 当時, 自家用車2台 とは別に自動車を トヨタ

レンタリース島根株式会社 (以下 「トヨタ」という。)か らリースで借 り

受け, トヨタに対し,平 成 17年 4月 から同年 9月 まで 1か月当たり1

0万 1430円 ,同 年 10月 から平成 18年 3月 まで 1か月当たり7万

6860円 , リース料合計 106万 9740円 を支払つており,上 記 リ

ース料金額を事務費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

(2)原 告は,洲 浜議員,藤 山議員,絲 原議員,福 間議員が支出した自動車リ

ース料が自家用車の取得と同程度の高額なものであるのに対し, リース料

を支払つて自動車を保持することは,私的利用との線引きが困難であると

し,調査研究費にも事務費にも該当しない旨主張する。

しかしながら,島 根県においては,公 共交通機関の整備が十分ではない

現状において,議 員が都市部だけではなく,中 山間地域においても政務調

査活動を行 うことが必要である以上は,そ の政務調査活動に従事するに当

たって,公 共交通機関の他に自動車を利用することは容易に想定できると

ころであるから,こ れに要する費用を調査研究費あるいは事務費として政

務調査費から支出すること自体は,使 途基準に反するものではないと解さ

れ,ま た, 自動車が政務調査活動と私用いずれにも使用されている場合に

おいて, 自動車に要する経費を,実 態に鑑みて相当と認められる割合に接

分することも合理性を有するというべきである。

ア 洲 浜議員

弁論の全趣旨によれば,長 距離移動を伴 う出張の場合を除き,渉H浜議

員が政務調査活動のために常に公共交通機関を利用していたとは認めら

れないところ,政 務調査活動のために自動車をリースで保有することは

不合理とはいえず,ま た,乙 第30号 証の1によれば,洲 浜議員が前記

自動車を政務調査活動に使用された割合は52パ ーセント程度であった

というのであつて,こ の使用割合の相当性を否定するに足りる証拠はな
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いから,洲 浜議員の前記支出は,使 途基準に反するとまではいえない。

イ 藤 山議員

乙第23号 証の 1に よれば,藤 山議員の自宅及び政務調査活動を行 う

地域においては公共交通機関が少ないというのであり,ま た,同議員は,

私的な用事には主として妻名義の自家用車を使用しており, リースに係

る自動車は専ら政務調査活動に使用しているから,政 務調査活動に使用

する割合は75パ ーセン トを下ることはないというのであるから,藤 山

議員が政務調査活動のために自動車をリースすることも合理性を欠くと

はいえないし,上 記接分負担の相当性を否定するに足りる証拠もない。

したがって,上 記自動車 リース料は,議 員が行 う調査研究活動に係る事

務遂行に要する経費とい うべきであり,藤 山議員の上記支出は,使 途基

準に反するとまではいえない。

ウ 絲 原議員

乙第 28号 証の 1に よれば,絲 原議員が政務調査活動を行 う自宅周辺

地域においては公共交通機関の便が悪いというのであり,ま た,同 議員

は,軽 自動車や法人名義の自動車を政務調査活動以外の私的な用事のた

めに使用し, リースに係る自動車は専ら政務調査活動に使用しているか

ら,同 車を政務調査活動に使用する割合は8割 程度であるというのであ

って,上 記接分負担の相当性を否定するに足 りる証拠はない。したがつ

て,同 議員が政務調査活動のために自動車をリースで保有することも合

理性を欠くとはいえず,上 記自動車リース料は,議 員が行 う調査研究活

動に係る事務遂行に要する経費というべきであり,絲 原議員の上記支出

は,使 途基準に反するとまではいえない。

工 福 間議員

弁論の全趣旨によれば,長 距離移動を伴 う出張の場合を除き,福 間議

員が政務調査活動のために公共交通機関を利用したとは認められないと
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ころ,こ のような場合に自動車をリースで保有することも不合理とはい

えず,他 の議員よりも高額なリース料であるとしても,政 務調査の使途

基準に反する不当なものとはいえない。乙第 29号 証の 1に よれば,福

間議員は, リースに係る自動車を専ら政務調査活動に使用し, 自家用車

2台 を私的な用事に使用しているというのであり, リースに係る車両が

私的な用事に利用されたと認めることはできない。したがつて,福 間議

員の上記支出は,使 途基準に反するとまではいえない。

(3)な お,渡 辺議員の自動車借上料 52万 8385円 については,後 記 6,

(2)のとおり,そ の実質は,政 務調査活動に際して自家用車を使用した際の

ガソリン代であるというものであるから,後 記 6の ガソリン代において検

討することとする。

3 事 務所使用料について

(1)乙 第 3号証の2及 び 5,第 4号 証の 11,第 19号 証の1, 2,第 22

号証の1)第 24号 証の 1, 4及 び 5に よれば,以 下の各事実が認められ

る。

ア 細 日議員は,平 成 17年 度当時, 自宅とは別に,訴 外林英教から事務

所を1か月当たり2万 円で賃借し,同 人に対して年間賃料として24万

円を支払い,ま た,訴 外栂康夫から駐車場を1か月当たり5000円 で

賃借し,同 人に対して年間賃料として6万 円を支払つており,上 記賃料

合計 30万 円を事務所費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

イ 田 中議員は,平 成 17年 当時, 自宅とは別に,訴 外大谷嘉孝から事務

所を1か月当たり12万 円で賃借 し,同 人に対して年間賃料 144万 円

を支払い, うち4割 である57万 6000円 を事務所費として平成 17

年度政務調査費から支出し,残 り6割 を後援会に負担させた。

ウ 園 山議員は,平 成 17年 当時, 自宅とは別に,訴 外株式会社ひらたか

ら事務所を1か月当たり20万 円で賃借 し,賃 料の負担割合を,後 援会
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8万 円,自 民党支部 8万 円,政 務調査費4万 円として,同 社に対して年

間賃料として240万 円を支払い, うち48万 円を事務所費として平成

17年 度政務調査費から支出し,ま た,出 納,会 計,報 告書の作成等の

事務作業を同社に委託し,事 務委託料として 1か月当たり4万 円,年 間

48万 円を事務所費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

(2)議 員が政務調査活動を行 うために資料の保管場所や活動拠点等として自

宅とは別に事務所が必要となることは容易に推測できるから, 自宅とは別

に事務所を構え,議 員が事務所賃料を支出した場合において,こ の賃料を

議員が行 う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管 理に係る経費と

して政務調査費から支出すること自体は,何 ら使途基準に反するものでは

ないし,ま た,事 務所が政務調査活動のほかに後援会活動にも使用されて

いる場合において,事 務所に要する経費を,実 態に鑑みて相当と認められ

る割合に接分し,政 務調査活動に要した経費を政務調査費から支出するこ

とも合理性を有すると解すべきである。

(3)原 告は,細 田議員が前記(1),アの事務所が後援会活動に利用されていた

ものであることを前提として,同 事務所の賃料は政務調査費のうちの事務

所費には当たらないと主張するが,そ のような事実を認めるに足りる証拠

はないから,前 記主張を採用することはできない。

(4)乙 第 22号 証の 1に よれば,田 中議員は,政 務調査活動と後援会活動と

の使用実態から,負 担害J合を前記(1),イのとおりとしたというのであり,

この負担割合の相当性を否定するに足りる証拠はない。また,園 出議員自

身,事 務所の賃料の一部を後援会に負担させていることからしても,当 該

事務所が政務調査活動とは別に後援会活動にも使用されていることを前提

としたものであるが,そ の上記接分害J合が実態に鑑みて相当性を欠いてい

ると認めるに足りる証拠はない。

したがって,日 中議員及び園山議員の各事務所賃料を,各 議員が調査研
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究活動のために必要な事務所の設置,管 理に要する経費として政務調査費

から支出したことは,使 途基準に反するものとまではいえない。

また,園 山議員が支出した出納,会 計,報 告書の作成等の事務作業委託

料は,事 務所費の使途基準に該当するかどうか疑間の余地がないわけでは

ないが,少 なくとも事務費あるいは人件費の使途基準に反するものとはい

えないと解されるから,収 支報告書の作成上の問題はあるとしても,園 山

議員が事務作業委託料相当額を不当に利得したとはいえない。

4 給 料等について

(1)乙 第 3号 証の 1, 9, 27,第 4号 証の7,第 20号 証の 1,第 26号

証,第 30号 証の 1, 2,第 33号 証の 1な いし4に よれば,以 下の各事

実が認められる。

ア 原 議員は,平 成 17年 度当時,秘 書 1名 を雇用しており,秘 書給与と

して 1か月当たり13万 円,賞 与 (3か 月分相当)を 含めて,年 間 19

5万 円を支出し,上 記給与等合計 195万 円を入件費として平成 17年

度政務調査費から支出した。

イ 尾 村議員は,平 成 17年 8°月 1日 以降秘書 1名 を雇い,尾 村議員作成

に係る 「政務調査にかかわる秘書の就業規定」に基づき,上 記秘書に関

し, 1か 月当たりの給与 16万 9000円 ×8か 月,一 時金及び残業手

当合計33万 3500円 ,法 定福利費 18万 3860円 ,交 通費 28万

8528円 を支出し,合 計 215万 7888円 を入件費として平成 17

年度政務調査費から支出した。

ウ 洲 浜議員は,平 成 17年 当時,秘 書 2名 を雇用しており, うち1名 は

主として政務調査活動に, うち1名 は専ら後援会活動に携わつていたと

ころ,政 務調査活動に携わる秘書に対し,給 与 1か 力当たり11万 円,

年間 132万 円を支払い,給 与のうち後援会が負担する額 (1か 月当た

り1万 円,年 間 12万 円)を 控除した 120万 円を人件費として平成 1
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7年度政務調査費から支出した。

工 小 沢議員は,平成 17年 度当時,脳卒中により左半身が麻痺しており,

身体障害者 1級 の認定を受けており,同 議員の妻が政務調査活動に必要

な自動車の運転,事 務を含む同議員の日常生活全般において同議員の介

助をしていたことから,妻 に対する給与 1か月当たり8万 円,年 間96

万円を人件費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

(2)議員が政務調査活動を補助する秘書等を雇い,給 与等を議員が行う調査

研究を補助する職員を雇用する経費として政務調査費から支出することは,

使途基準に反するものではない。

この点,原告は,議員の多彩な政治活動を補助する人員について生,た

費用のうち政務調査活動に要したもの以外の費用は,政 務調査活動に要し

た費用とはいえないと主張する。

しかしながら,乙 第 20号 証の 1に よれば,原 議員は,平 成 17年 度は

選挙の2年 前であり後援会活動はほとんどしておらず,秘 書は政務調査活

動に専念していたというのであり,こ れを覆すに足りる証拠はない。した

がって,原 議員の上記支出は,使 途基準に反するとまではいえない。

また,尾 村議員が,秘 書に対して,政 務調査活動以外の活動への対価を

支払い,こ れを政務調査費から支出したと認めるに足 りる証拠はない。上

記事実によれば,尾 村議員の上記支出も使途基準に反するとまではいえな

い 。

さらに,乙 第 30号 証の 1に よれば,洲 浜議員は,主 として政務調査活

動を行 う秘書が後援会活動を手伝 うこともあることを考慮し,給 与のうち

1万 円を後援会から支出し,残 額を政務調査費から支出しているというの

であり,こ のような費用分配の相当性を覆すに足りる証拠はないとしたが

って,洲 浜議員の上記支出は,使 途基準に反するとまではいえない。

(3)原 告は,小 沢議員の妻に対する給与は同議員の日常活動を介助したこと
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に対して支払われたものであり,議 員が行 う調査研究を補助する職員を雇

用する経費とはいえないと主張するが,議 員が政務調査活動をするに当た

って受けた介助を金額として評価し,こ れを入件費として政務調査費から

支出することは使途基準に反するとはいえない。そして,障 害者である小

沢議員が政務調査活動をするに当たり介助を必要とすること,小 沢議員が

他に秘書を雇つていたなどの事情が認められないこと,上 記給与金額は介

助を含まない秘書給与としても必ずしも高額であるとはいえず相当という

べきであることからすれば,小 沢議員の上記支出は,使 途基準に反するも

のとはいえないと角年する。

5 タ クシー代について

(1)乙 第 3号証の2,第 24号 証の 1に よれば,園 山議員は,平 成 17年 度

において,県 政懇談会の際にタクシーを利用し,タ クシー代年間合計 22

万 6470円 を調査研究費として平成 17年 度政務調査費から支出したこ

とが認められる。

(2)議 員が,政 務調査活動を行 うに当たつて,公 共交通機関やタクシーを利

用することは容易に想定できるところ,こ れに要する費用を議員が行 う島

根県の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費として政務調査

費から支出することは,使 途基準に反するものではない。

この点,原 告は,ア ルコールを伴 う支持者との懇談会のためのタクシー

代を政務調査費から支出することは使途基準に反すると主張するが,乙 第

24号 証の 1に よれば,園 山議員の開催している県政懇談会とは,集 会所

や公民館,漁 協や農協で行われる県政の報告及び意見交換会であり,会 費

に見合う程度の酒が出される懇談会であるというのであるが,こ のような

県政懇談会が,政 務調査の趣旨から外れた支援者との懇談会とまでは認め

られない。

また,原 告は,収 支報告書にタクシー代についての内訳はなく,私 的な
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的   皆

移動経費との区別が困難であると主張するが)乙第 24号 証の1に よれば,

園山議員は年に60回 から100回 程度県政懇談会を開催しており, 1回

当たり片道タクシー代として2000円 ないし3000円 程度というので

あり,こ れによれば,年 間のタクシー代として上記の金額を支出すること

になったとしても不合理ではない。 したがって,園 出議員の上記支出は,

使途基準に反するということはできない。

ガソリン代について

(1)乙 第 3号 証の 19,第 4号 証の8,第 27号 証,第 31号 証の 1及 び弁

論の全趣旨によれば,以 下の各事実が認められる。

ア 倉 井議員は,平 成 17年 度において,政 務調査活動のためにしばしば

自家用車を使用しており,倉 井議員の自家用車の平成 17年 度の年間走

行距離は約 1万 1000キ ロメー トルであつたところ,倉 井議員は, 自

家用車の政務調査活動のために使用した割合を5害1, 1キ ロ当たりのガ

ソリン代を50円 として,政務調査活動に要したガノリン代を計算し (1

万 1000キ ロメー トル×0.5× 50円 ), 27万 5000円 を調査研

究費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

イ 渡 辺議員は,平 成 17年 度当時,政 務調査活動のために自家用車を使

用することがあり, 自家用車のガソリン代 52万 8385円 を調査研究

費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

(2)ア 議 員が,政 務調査活動を行 うに当たつて自家用車を使用し,ガ ノリン

代を調査研究費として政務調査費から支出すること,政 務調査活動と私

用いずれにも使用される自家用車のガソリン代を,実 態に鑑みて相当と

認められる割合に接分し,政 務調査活動に使用されたガソリン代を政務

調査費から支出することは,使 途基準に反するものではない。

イ 倉 井議員は,政 務調査活動として使用した割合が5割 であるとしてこ

れに相当するガノリン代を算出しているところ,原 告は,倉 井議員が政
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務調査費から支出したガソリン代が高額であり,倉 井議員の公務の状況

からすれば,政 務調査活動のために自家用車を上記ガソリン代に相当す

る程度使用することは困難であつたと主張し,確 かに,乙 第 27号 証及

び弁論の全趣旨によれば,倉 井議員が,平 成 17年 度において,島 根県

議会議長の地位にあつたこと,平 成 17年 度の定例県議会の会期日数は

土曜日, 日曜日,祝 日を含めて83日 であつたこと,倉 井議員が平成 1

7年度の県議会議長として度々公務出張をしていたことが認められるが,

このような公務の状況からしても,倉 井議員が政務調査活動として年間

5500キ ロメー トル (1万 1000キ ロメー トル×0.5)程 度自家

用車を走行させることが困難であつたと推認することはできず,他 に原

告の主張を認めるに足りる証拠はない。

しかしながら,倉 井議員は, 1キ ロメー トル当たりのガソリン代を5

0円 として政務調査に要したガソリン代を算出しているところ,乙 第 5

号証,(議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例)及び第 31号 証の2(職

員の旅費に関する条例)に よれば,島 根県議会議員は,自 家用車を公務

としての旅行等に使用した場合, 1キ ロメー トル当たり20円 の旅費の

支給を受けるとされており,こ れと比較しても,上 記計算によつて算出

されるガソリン代は著しく高額であつて,政 務調査費の支出について上

記条例が適用されるわけではないものの,少 なくとも自家用車の燃費が

1キ ロメー トル当たり20円 を上回ることは通常ありえないことが当裁

判所に顕著な事実であるから,少 なくとも1キ ロメー トル当たり20円

を上回る部分については,実 際に支出のない架空請求であるということ

が推認できる。したがつて,倉 井議員に1キ ロメー トル当たりのガソリ

ン代を20円 として算出した部分の支出については不当利得であるとま

ではいえないが,こ れを超える部分である16万 5000円 (27万 5

000円 -5500キ ロメー トル×20円 )に ついては,ガ ソリン代の
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計算が著しく合理性ないし相当性を欠くものであつて,違 法な支出であ

る。

ウ また,渡辺議員は, 自家用事の平成17年 度の年間走行距離1万45

30キ ロメー トル, 1キ ロメー トル当たりのガソリン代 37円 として平

成 17年 度の年間ガソリン代を計算したというのであるが,島 根県議会

議員が自家用車を公務としての旅行等に使用した場合の旅費の支給基準

が,前 記イのとおり,少 なくとも渡辺議員の使用していた自家用車の燃

費が 1キ ロメー トル当たり20円 を超える部分である23万 7785円

(52万 8385円 -1万 4530キ ロメー トル×20円 )の ガソリン

代の計算が著しく相当性を欠くものであり,違 法である。

工 な お,乙 第 3号証の 19に よれば,渡 辺議員は,上 記ガソリン代を車

借上料として平成 17年 度政務調査費の収支報告書に記載しており,こ

の報告内容は前記認定事実に反するものであるが,支出の費目を誤つ■

ことが不当利得の成立に直接結びつくわけではないから,こ の点だけを

理由として不当に利得があるとはいえない。

名刺印刷費について

(1)乙 第 3号 証の2及 び 5,第 22号 証の 1, 2,第 24号 証の 1, 2に よ

れば,以 下の各事実が認められる。

ア 田 中議員は,平 成 17年 度において,政 務調査活動に使用する目的で,

表面に田中議員の顔写真,「やすらぎとゆたかさの郷土づくりを目指して」

とのスローガン,島 根県議会議員との肩書,氏 名,事 務所及び自宅住所,

電話番号,フ アツクス番号,Eメ ‐ルア ドレス,裏 面に日中議員のプロ

フィールが印刷されているカラー名刺 1万 枚を作成し,そ の印Ell費8万

4000円 を資料作成費として平成 17年 度政務調査費から支出した。

イ 園 山議員は,平 成 17年 度において,政 務調査活動に使用する目的で,

表面に島根県議会農水商工委員長との肩書及び氏名,裏 面に島根県議会
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事務局,事 務所及び自宅の住所,電 話番号,フ ァックス番号が印刷され

ている名刺を作成し,印 刷費 2万 7915円 を広報費として平成 17年

度政務調査費から支出した。

(2)議 員が,政 務調査活動を行 うに当たつて名刺を使用することは容易に想

定できるところ,上 記認定事実からすると,日 中議員及び園山議員がそれ

ぞれ作成した名刺に印刷 された内容からしても,政 務調査活動に使用され

るものであるということと整合性があるものと解されるから,両議員が■

記印nll費をそれぞれ政務調査費から支出したこと自体には違法はない。

なお,日 中議員が上記名刺印刷費を資料作成費 (議員が議会審議に必要

な資料を作成するために要する経費)と して収支報告書を作成し,こ れを

議長に提出したが,資 料作成費の範囲に含まれるとすることには多いに疑

間の余地があり,議 長による必要な調査がされたのか否かについて疑間を

抱かざるを得ないが,少 なくとも広報費 (議員が行 う議会活動及び島根県

政に関する政策等の広報活動に要する経費)あ るいは調査研究費 (議員が

行 う島根県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査参託に要す

る経費)に は該当するものと解されるから,政 務調査費から支出したこと

自体には違法はなく,田中議員にこれに伴 う不当利得はないといえるから,

原告の主張自体は,園 山議員についてはもちろん,日 中議員についても採

用することができない。

8 渡 欧費用について

(1)乙 第4号 証の 10,第 14,第 15号 証,第 17号 証及び弁論の全趣旨

によれば,手 銭議員が,平 成 17年 6月 13日 から同月 25日 まで,妻 と

二人で,イ ギリス,ベ ルギー,フ ランス,ス イスを旅行し,大 英博物館,

ロンドン大学の図書館,ベ ルギー王立美術館,ル ーブル美術館,オ ルセー

美術館等を訪問,レ マン湖畔のモントレーの町並み及びチユーリッヒ湖畔

のチューリッヒの町並み等を視祭,知 人であるベルギーのボー ドワン国王
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財回の理事及びその家族を訪問するなどし,妻 の分を併せ渡欧費として約

111万 8672円 を支出したこと,そ の約半分である58万 0098円

の約 2分 の 1で ある29万 円を研修費として平成 17年 度政務調査費から

支出したこと,平 成 14年 度まで島根県議会議員を対象とする公費による

海外視祭 ・調査が実施されていたが,平 成 15年 以降実施されていないこ

とが認められる。

(2)議 員が地方公共団体による地方行政に関わる事項について調査研究ある

いは研修を目的として海外を訪問すること自体は,必 要かつ合理性を有す

ることがあることは否定できないから,使 途基準において,研 修費につき

「団体等が開催する研修会,講 演会等への議員及び議員の雇用する秘書等

の参加に要する経費」と規定されてはいるものの,島 根県議会議員を対象

とする公費による海外視祭 ・調査が実施されなくなつた平成 15年 度以降,

4El人的に海外視祭を行い,そ れに要した費用を政務調査費から支出するこ

とが使途基準に直ちに反するものであるとはいえないが,そ の旅行目的,

旅行先,旅 行計画ないし旅行内容,同 伴者の有無,同 伴者と議員との関係,

旅行目的と同伴者の存在との関連性の有無等を総合して,そ の海外訪間の

実態が地方行政に関わる事項について調査研究あるいは研修を主な目的と

したものと認めることができない場合には,そ の海外訪間に要した費用は,

全額研修費に当たらないものとして,政 務調査費のうちの研修費として上

記費用の一部を支出することも違法となるというべきである。

そして,乙 第 14号 証によれば,手 銭議員は,平 成 17年 当時,島 根県

において県立博物館が設立される計画があつたこと,宍 道湖畔に立地する

県立美術館があつたことから,美 術館運営等の研修として上記のとおり視

祭旅行をしたと陳述するところではあるが,そ のような旅行目的からする

と,妻 を同伴する必要性があつたとは言い難く, 目的地も観光地であり,

その訪問した施設も美術館や博物館等であつたことからすると,全 体とし
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て前記旅行は,妻 との私的な観光旅行という性格を多分に含んでいたもの

であるといわざるを得ず,そ の私的旅行部分を明確に区分することも困難 、

である。

したがって,上 記支出は,使 途基準に反し,違 法である。

9 は がき代について

(1)乙 第 3号 証の8,第 21号 証の 1, 2及 び弁論の全趣旨によれば,平 成

17年 6月 , 9月 , 12月 , 3月 に定例県議会があり,大 屋議員が,閉 会

後に議会報告を発行していること,平 成 17年 12月 21日 に50円 年賀

はがき6000枚 購入 ・印刷し)は がき購入費及び印刷費として34万 3

350円 を支出したこと,上 記年賀はがきには,「県議会報告」との表題,

年始のあいさつ及び謝辞,「12月 定例県議会では, 10億 4100万 円余

の補正予算と諸議案を審議可決いたしました。又,懸 案の浜田医療センタ

ーの新築移転が正式に決定致しました。 5ヶ 年の中で完成するように,一

生懸命取り組んでいきます。いよいよ,本 件 10月 1日 には,浜 田市と那

賀郡との市町村合併となります。今後ともご指導の程よろしくお願いいた

します。」等が記載されていたこと,大 屋議員が上記費用を広報費として平

成 17年 度政務調査費から支出したことが認められる。

(2)議 員がどのような方法で県議会報告をするのかは,議 員の裁量にゆだね

られており,使 途基準に合致する限りその費用を政務調査費から支出して

も違法ではない。上記年賀はがきは,年 始のあいさつが記載されており実

質的には年賀状であることは否定できないが,議 会活動及び島根県政に関

する内容が詳細とはいえないものの記載されており,大 屋議員の議会活動

及び島根県政に関する政策等を広く報じることを目的とした通信であると

認められないわけではない。したがつて,大 屋議員が,上 記年賀状に要し

た経費を政務調査費から支出したことは,使 途基準に反するとまではいえ

声ま V｀。
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10 広 報誌発行費用について

(1)乙 第 3号 証の 9, 21及 び 26,第 25号 証の 1, 2,第 26号 証,第

32号 証の 1な い し5に よれば,以 下の事実が認められる。

ア 多 久和議員は,平 成 17年 度において,「後援会だより」 との表題のも

とで,多 久和議員が企画 した家庭教育のあ り方に関する講演会等の報告,

懇談会等のお知 らせ,同 議員が年 4回 あつた定例県議会で した質問の要

旨,同 議員のプロフィール等が記載 されたA3版 用紙の両面に 2色 刷 り

された会報誌 を 5万 部作成 し,こ れを出雲市全域の市民に頒布 し,同 議

員が上記会報誌の作成費及び印刷費合計 88万 円を支出し,こ れを広報

費 として平成 17年 度政務調査費か ら支出した。

イ 小 沢議員は,平 成 17年 度において,県 政 レポー トを年 2回 はがき印

刷の形で発行 し,県 政 レポー ト作成費,印 刷費,あ て名書き料 として合

計 49万 4105円 ,は がき代 として 81万 円 (50円 はがき×約 16

000枚 )を 支出し,合 計 130万 4105円 を広報費 として平成 17

年度政務調査費から支出した。

ウ 内 田議員は,平 成 17年 度において,定 例県議会における審議内容の

報告,内 田議員の県議会における質問の要 旨,島 根県の行財政に関する

諸問題についての内田議員の意見等が印刷 された議会報 「active

8(ア クティブ ・エイ ト)」を年 3回 作成 し,こ れを選挙区の全世帯,支

援組織及び選挙区外の希望者に配布 し,作 成費用及び郵送費用合計 68

万 2676円 を広報費 として平成 17年 度政務調査費から支出した。

(2)県 議会議員が どのような方法で県議会報告をするのかは,議 員の裁量に

ゆだねられてお り,使 途基準に合致する限 りその費用を政務調査費か ら支

出しても違法ではない。

この点,原 告は,多 久和議員の発行 した上記会報誌について,後 援会の

発行物であ り,こ れに要 した費用は,後 援会に関する経費であって,議 会
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活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費とはいえないと

主張し,確 かに,上 記会報誌の表題が 「後援会だより」とされ,後 援会に

属する会員に配布される会報誌であつたことは否定できない。

しかしながら,使 途基準によれば,政 務調査費のうちの広報費は,議 員

が行 う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費をい

うところ,上 記(1)に認定したとおり,上 記会報誌は,多 久和議員の県議会

における活動や県政に無関係とはいえない事項に関する講演会の報告等が

記載されているものであつたことからすれば,そ の作成費及び印刷費は,

議員が行 う議会活動及び島根県政に関する政策等の広報活動に要する経費

といえるのであつて,後 援会に属する会員に配布されるものであつたこと

をもつて上記広報活動に当たらないということにはならない。

したがって,多 久和議員の上記支出は,使 途基準に反するものとはいえ

な い 。

(3)小 沢議員が発行した県政レポー トの詳細は不明であるが,地 方行財政に

関する政策等の詳細をはがきに記載 ・印刷するこ
'と

は困難であるとしても,

これを記載 ・印用Jすることが不可能であるとはいえず,議 員がはがきを利

用して県政に関する政策等の広報活動を行 うことも,裁 量の範囲内にある

ものというべきである。

原告は,上 記県政レポー トについても後援会の発行物であり,こ れに要

した費用は,後 援会に関する経費であつて議会活動及び島根県政に関する

政策等の広報活動に要する経費とはいえないと主張するが,上 記県政レポ

ー トが後援会の発行物であることを認めるに足りる証拠はないことにカロえ

て,前 記のとおり,後 援会の発行物であるということだけから,そ の配布

が上記広報活動に当たらないということにはならない。

したがって,小 沢議員の上記支出が使途基準に反するものとまではいえ

な い 。
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(4)原 告は,内 田議員作成の上記議会報についても後援会の発行物であり,

これに要した費用は,後 援会に関する経費であり,使 途基準に反すると主

張するが,上 記議会報が後援会の発行物であることを認めるに足 りる証拠

はないばかりか,前 記のとおり,後 援会の発行物であるということだけか

ら,そ の配布が上記広報活動に当たらないということにはならないのであ

って,上 記の議会報の内容からすれば,内 日議員の議会活動及び島根県政

に関する政策等の広報活動のためのものであることは明らかであるといえ,

これに要した費用を政務調査費から支出したことに,使 途基準に反すると

ころはない。

11 以 上によれば,倉 井議員の平成 17年 度政務調査費の支出のうち調査研究

費として支出された 16万 5000円 ,手 銭議員の平成 17年 度政務調査費

の支出のうち研修費として支出された29万 円,渡 辺議員の平成 17年 度政

務調査費の支出のうち調査研究費として支出された23万 7785円 は,い

ずれも使途基準に反する違法な支出であり,島 根県議会議員の調査研究に資

するため必要な経費 (条例 1条 )の 支出とは認められず,倉 井議員は,島 根

県に対し,不 当に利得した 16万 5000円 を返還する義務を,手銭議員は,

島根県に対し,不 当に利得 した29万 円を返還する義務を,渡 辺議員は,島

根県に対し,不 当に利得 した23万 7785円 を返還する義務を負い,被 告

は,上 記各議員に対して不当利得返還請求権を有するといえる。

よつて,原 告の請求は,上 記の限度で理由があるからこれを認容 し,そ の

余についてはいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴 訟費用の

負担につき行政事件訴訟法 7条 ,民 事訴訟法64条 本文を適用して,主 文の

とおり判決する。
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裁判長裁判官

裁判官

裁判官

子

子田
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額支

1 細 田議員

項 目 支出額 備考

調査研究費 69万 2776円 交通費 (JRその他)60万 1058

タクシー乗車賃 4万 4700円

調査研究費 4万 7018円

研修費 38万 4010円 交通費 (JRその他)17万 7300円

宿泊費 6万 0710円

諸会議参加費 14万 6000円

会議費 1 0 万 9 0 0 0 円 会場費 5万 5000円

資料印刷費 5万 4000円

資料作成費 14;汚「6000円 印刷費 5万 6000円

企画費 6万 円

レポー ト代 3万 円

資料購入費 17万 3000円 書籍購入費 6万 2400円

新聞購読料 11万 0600円

広報費 63万 7890円 企画印刷費 42万 5500円

送料費 21万 2390円

事務所費 45万 0210円 調査研究事務所等借上料 30万 円

ガソリン代等管理運営費 15万 0210円

事務費 53万 戸9630円 事務用品代 28万 5230

通信費 15万 8400円

リース代 9万 6000円

人件費 1 2万 円 調査研究整理事務賃金 12万 円

合計 325死 「2516円
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2 原 議員

3 大 屋議員

項 目 支出額 備 考

調査研究費 41 万 3295円 調査費,交 通費等

研修費 61万 4286円 会費,交 通費等

会議費 6万 2161円 会場費等

資料作成費 3万 6000円 印刷費

資料購入費 6 万 円 新聞代等

広報費 0円

事務所費 1 0万 円 水道 ・光熱費

事務費 5万 円 文具等

人件費 1 9 5万 円 給料 13万 円X15か 月

合計 328友 戸5742円

項 目 支出額 備 考

調査研究費 153万 8126円 交通費,調 査 ・研究費

研修費 13万 3980円

会議費 8万 8230円

資料作成費 150円

資料購入費 1万 4800円

広報費 97万 1720円 県政報告書印用1費4月 19日 8万 4000円

県政報告書印刷費 10月 12日 9万 9600円

県政報告 11月 7日 はがき 50円 × 1000枚
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5万 円

県政報告書印刷費 11月 24日 2000枚 7万

3000円

県政報告書印刷費 12月 21日 はがき 50円 ×

6000円  34万 3350円

県政報告書印刷費 12月 28日  8万 1230円

レポー ト代平成 18年 2月 21日 , 自民党議

連調査 ・研修 レポー ト 3万 円

事務所費 2 0万 円 事務所借料 1月 9日

事務費 35死 戸5133円 事務用品,通 信費

人件費

合 計 330文デ2139円

4 田 中議員

項 目 支出額 備 考

調査研究費 27万 0650円 農林関係調査交通費 5万 4600円

道路関係調査交通費 6万 2300円

研修費 97 万 8053円 研修会 ・後援参加費 30万 1000円

地方財権研修交通費 7万 7100円

会議費 16万 1449円 5月 10日研修メンバー昼食会 6万 1849円

4月 25日県政報告会案内用はがき 3万 円

資料作成費 10万 7917円 2月 27日 カラー名刺E口用J 8万 4000円

資料購入費 16万 7760円 購読料 15万 9720円

広報費 7万 4000円 4 月 4 日 8 0 円切手  5 万 0 8 0 0 円

1 2 月2 6 日8 0 円切手  4 万 8 0 0 0 円
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3月 29日 80円切手 4万 8000円

ただ し,費 用は後援会 と折半負担

事務所費 90万 0028円 事務所賃借料 57万 6000円

光熱費他 32万 4028円

事務費 12死戸9187円 通信費 5万 5444円

4月 26日 コピー機 トナー 4万 3050円

2月 20日 印刷機他購入 3万 2250円

人件費 52万 2800円 事務所職員給与

合 計 331万 1844円

5 藤 山議員

項 目 支出額 備 考

調査研究費 81万 0818円 政務調査研究費,交 通 ・宿泊費 81万 0818

円

研修費 61万 6524円 研修会参加費 61万 6524円

会議費 5万 0871円 政策等意見集約会議費 5万 0871円

資料作成費 6万 7344円 政策資料作成費 6万 7344円

資料購入費 21万 9643円 書籍購入費 13万 0663円

購読料 8万 8980円

広報費 7万 3094円 政策広報送料 7万 3094円

事務所費 42;巧「0200円 調査研究事務所借上料 42万 0200円

事務費 つ
ん 万 0431円 事務通信費等 58万 0431円

自動車借上料 63万 円

人件費 0円

合計 346万 8925円
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6 園 山議員

項 目 支出額 備 考

調査研究費 139万 6880円 交通費,宿 泊費等 116万 9123円

(5月分タクシー代 1万 6250円

6月 分タクシー代 3万 3340円

7月 分タクシー代 1万 7900円

8月 分タクシー代 1万 5200円

9月 分タクシー代 1万 9910円

10月分タクシー代 1万 7730円

11月分タクシー代 3万 3270円

12月分タクシー代 2万 1530円

1月 分タクシー代 1万 4710円

2月 分タクシー代 1万 5830円

3月 分タクシー代 2万 0800円)

議連活動費 4万 6857円

懇談会会費等 18万 0900円

研修費 0円

会議費 0円

資料作成費 0円

資料購入費 0円

広報費 85万 8545円 議会だより 53万 4340円

県政研究 レポー ト 8万 1040円

ホームページ 21万 5250円

事務所費 96万 円 事務所家賃 48万 円
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事務委託料 48万 円

事務費 35友 戸5356 郵券代 15万 9420円

電話代 11万 9966円

消耗品費 6万 5530円

人件費 0円

合 計 357万 0781円

7 多 久和議員

由41

項 目 支出額 備 考

調査研究費 20フデ9000円 調査研修費 県 外 略 万4000円

県内 7万 5000円

研修費 6万 円 21世 紀環境研究 6万 円

会議費 31 万 1000円 各支部研修会 31会場 20万 7000円

語る会 10万 4000円

資料作成費 10 万 5000円 県政報告会資料 10万 5000円

資料購入費 17万 7000円 書籍購入 4万 5000円

購読料 13万 2000円

広報費 8 8万 円 会報費 5万 部 88万 円

事務所費 27万 5000円 光熱費 18万 円

事務費 5 1万 円 はがき 6000枚 30万 円

電話料 21万 円

人件費 75万 円 給料 6000円 × 125 75万 円

合計 327万 7000円

8 小 沢議員



項 目 支出額 備考

調査研究費 26万 2989円 県政調査研究費 4万 3197円

交通費 ・宿泊費等 21万 9792円

研修費 27万 2673円 研修会参加費 14万 5500円

交通費 ・宿泊費等 12万 7173円

会議費 26万 2115円 会場費 17万 0986円

茶菓代 9万 1129円

資料作成費 4万 1201円 印帰J・製本代 2万 9244円

写真代 1万 1957円

資料購入費 9万 3306円 書籍購入費 4万 1446円

購読料 5万 1860円

広報費 136万 8905円 県政 レポー ト作成費 49万 4105円

郵送料 81万 円

交通費 6万 4800円

事務所費 7779円 事務所管理修繕費 7779円

事務費 13万 3050円 事務用品 ・備品購入費 12万 8730円

通信費 4320円

人件費 96万 円 政務調査補助費 96万 円

合 計 340万 2018円

9 倉 井議員

県内,県 外,海 外調査等

(新しい歴史教科書シンポ 5万 6000円

調査研究費 102万 9038円
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寧夏島根県民交流 22万 3100円

有機農業研修会 7万 0100円

モンゴル国環境交流 25万 8500円

土地改良議連研修要望 5万 0500円

高速道促進研修 4万 6800円

ガソリン代年間分接分 27万 5000円)

研修費 35万 1490円 政策勉強会,研 修会参加旅費等

会議費 0円

資料作成費 5万 8000円 印刷費

(政策研究レポー ト 3万 円)

資料購入費 24死 「9746円 各種月刊誌,・新聞

( 月間 M O K U  3 万 6 0 0 0 円

日本人事名鑑 12万 8000円)

広報費

事務所費 36万 円 事務所借上げ (3万円×12か月)36万 円

事務費 32万 8955円 コピー代

コピー機 リース代 22万 5540円

人件費 36万 円 手 当て (3万円× 12か月)36万 円

合計 273万 7229円

10 絲 原議員

項 目 支出額 備 考

調査研究費 70文デ5160円 交通費

研修費 60;汚「7591 円

会議費 8 万 3 4 1 0 円
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資料作成費 10万 4704円

資料購入費 つ
る 万 1270円

広報費 3万 7800円

事務所費 28万 8000円

事務費

人件費

101万 2245円 自動車 リース料 合 計 78万 2880円

12万 5000円

合計 317万 5180円

11 福 問議員

項目

調査研究費

研修費

支出額 備考

80万 1585円 交通費,宿 泊費

10万 0600円 交通費,宿 泊費

会議費 25万 1890円 県政報告会,政 策検討会会場費

資料作成費 0円

資料購入費 23万 2515円

広報費 17万 1600円 県政報告資料印刷費

事務所費 26万 1248円

事務費 143万 5662円 政務調査用 自動車年 間 リース料  1 0 6 万

9740円

人件費 0円

合計 325万 5100円

12 手 銭議員
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調査研究費 107万 4964円 交通費

研修費 29万 円

1嘉 雷』“督』駆 i毬 私壬蛋暑螢岳キ

訪問先 :大英博物館,ロ ンドン大学,人 ル

ギー王立美術館,ル ーブル,オ ルセー美術

館 29万 円

会議費

資料作成費

42万 5865円 会場費 19万 2000円

9万 8000円 県政報告書 3万 円

資料購入費

広報費

18万 0758円 購読料 11万 8200円

0円

事務所費

事務費

人件費

39死 戸7300円 借上料 24万 円

28万 4620円 通信費 16万 4620円

57万 「6000円

合計 332万 7507円

1 3 洲浜議員

調査研究費 130万 8769円 調査用自動車リース費 58万 3500円

交通費,宿 泊費

7万 2000円 研修会参加費,会 費,交 通費

16万 0963円 会場費,交 通費

資料作成費

資料購入費 6万 1400円 書籍購入費

1万 3650円 報告書印刷費

16万 8000円 議員別館使用量
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事務費 4 9万 46 9 0円 備品購入費,通 信費,事 務用品費

人件費 120万 円 12か月分賃金

合計 347万 9478円

14 渡 辺議員

15 内 日議員

車燃料費 21万 2342円

項 目 支出額 備 考

調査研究費 198 7601 調査政策研究 90万 円

車借上料 52万 8385円

交通費他 55万 9216円

研修費

会議費

資料作成費

資料購入費 16万 3164円 購読料 16万 3164円

広報費 104万 8480円 議会だより印用J(4回 分)44万 7090円

発送料 60万 1390円       |

事務所費 16万 8000円 事務所借上料 16万 8000円

事務費 8万 1532円 事務消耗品 3万 9192円

通信費 4万 2340円

人件費 20万 円 調査アルバイ ト事務賃金 (5人分)20万 円

合 計 364万 8777円

調査研究費 24死 戸2442円
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高速道路通行費 3万 0100円

研修費

会議費

39万 6744円 政治経済懇話会会費 7万 円

議員研修費等 lo万 6740円

タクシー
代 21万 7204円

その他 2800円

32死 戸2881 会議負担金 4万 1000円

宿泊費 5630円

各種団体意見交換 26万 6730円

その他 9521円

資料作成費 0円

資料購入費

広報費

事務所費

46万 9422円 各種新聞代 20万 6272円

政策関係誌 16万 0100円

自治年鑑 6万 3000円

その他 4万 005o円

68万 2676円 アクティブ ・エィ ト (3回分)58万 4796円

郵送料 9万 7880円

36万 円 事務所借上料 (3万円× 12か月)

事務費 36死 戸4637円 通信費 17万 9491円

文具 ・リース等 2万 2446

灯油 1万 5859円

茶菓代 5万 4008円

その他 9万 2833円

人件費 4 8万 円 4万 円× 12か 月

合計 331万 8802円

16 尾 村議員
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調査研究費 14万 9700円 高速道路代等交通費

2万 3246円 県政要望を聞く懇談会費用

資料作成費

資料購入費 6万 8300円 図書資料購入費

79万 3637円 事務所家賃 42万 円

管理費 (光熱費 ・通信費)37万 3637円

3 3万 3 5 5 2円 IT関連費用 20万 1978円

事務用品費 13万 1574円

215;万 「7888円 秘書給与 168万 5500円

秘書法定福利費 18万 3860円

秘書交通費 28万 8528円

352万 6323円
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こ れ は 正 本 で あ る 。

平成 20年 11月 10日

松 江 地 方 裁 判 所 民 事 部


